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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所 燃料材料開発部

集合体試験課

照射燃料集合体試験施設（FMF）に係る

使用前検査の検査内容について

1



臨界分析室と金相セル（他の単一ユニットの端面間距離の関係）

 令和４年１２月８日付け令０４原機（速材）０１１（令和５年２月３日付け令０４原機（速材）０１４を
もって変更）をもって申請した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）の使用施
設（照射燃料集合体試験施設）に係る使用前確認申請書について、核燃料物質の臨界防止（使用施設等の
技術基準に関する規則第４条）に係る寸法検査を追加するための変更を行う。

核燃料物質の臨界防止（規則第4条）に係る寸法検査の追加（1/3）

【概要】

（省略）
複数ユニットの臨界安全に係る評価は、分析室に隣接する単一ユニット（金相セル及びクリーンセ

ル）との干渉を考慮する必要があるが、クリーンセルは厚さ３０ ｃｍ以上のコンクリートで仕切られ
ており、中性子相互干渉を防止できるため、臨界に達することはない。分析室と金相セルとの干渉に
ついては、最も厳しい相互干渉条件（分析室及び金相セル内にそれぞれ最大取扱核燃料物質重量であ
る２２０ ｇの核燃料物質が減速系で均一に存在）で立体角法により評価した場合、両ユニットの端面
間距離が２０００ ｍｍ以上で臨界に達しないことから、以下の事項について満たすことを確認するも
のである。
（省略）

【主な追加内容（案）】

添付資料－４「使用施設等の技術基準等への適合に関する説明書」
(1)核燃料物質の臨界防止（規則第４条）

①法令技術基準への適合について
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②検査の種類

③設計条件

• 分析室の外壁面と金相セル付属の電界放射走査型電子顕微鏡の外部遮蔽体の外表面との距離が
２０００ ｍｍ以上であること。

④設計結果

図１に分析室の外壁面と金相セル付属の電界放射走査型電子顕微鏡の外部遮蔽体の外表面との
距離の関係を示す。

• 分析室の外壁面と金相セル付属の電界放射走査型電子顕微鏡の外部遮蔽体の外表面との距離が
２０００ ｍｍ以上である設計とする。

⑤技術基準

検査対象 基準

分析室 ・分析室の外壁面と金相セル付属の電界放射走査型電子顕微鏡の
外部遮蔽体の外表面との距離が２０００ ｍｍ以上であることを
実測により確認する（寸法検査）。

検査対象 検査項目

分析室 寸法検査

臨界分析室と金相セル（他の単一ユニットの端面間距離の関係）核燃料物質の臨界防止（規則第4条）に係る寸法検査の追加（2/3）
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金相セル操作エリア

分析室
金相セル

金相セルサービスエリア

操作室

２０００ｍｍ以上

電界放射走査型電子顕微鏡

外部遮蔽体

図１．分析室の外壁面と金相セル付属の電界放射走査型電子顕微鏡の外部遮蔽
体の外表面との距離の関係

臨界分析室と金相セル（他の単一ユニットの端面間距離の関係）核燃料物質の臨界防止（規則第4条）に係る寸法検査の追加（3/3）
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臨界分析室と金相セル（他の単一ユニットの端面間距離の関係）地震による損傷の防止（規則第6条）に係る耐震強度計算結果の追加

 令和４年１２月８日付け令０４原機（速材）０１１（令和５年２月３日付け令０４原機（速材）０１４を
もって変更）をもって申請した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）の使用施
設（照射燃料集合体試験施設）に係る使用前確認申請書について、地震による損傷の防止（使用施設等の
技術基準に関する規則第６条）に係る耐震強度計算結果を追加するための変更を行う。

【概要】

【主な追加内容（案）】

添付資料－４「使用施設等の技術基準等への適合に関する説明書」
(3) 地震による損傷の防止（規則第６条）

④設計結果
実験室グローブボックスは、耐震重要度分類をＣクラスとして耐震強度計算を行った。
耐震強度計算（転倒防止計算）の結果、転倒モーメントは自立モーメントを下回っており、転倒のお

それはないこと及び固定ボルトに発生するせん断応力度は、許容せん断応力度を超えないことを確認し
た(表１参照)。

評価条件

耐震重要度分類 Ⅽクラス

使用ボルト Ｍ１６

ボルト材質 ＳＳ４００

ボルト間隔 短辺方向 ８７０ ｍｍ

転倒評価結果
モーメント
（短辺方向）

自立モーメント
８．８３×１０６ Ｎ・ｍｍ

転倒モーメント
４．４５×１０６ Ｎ・ｍｍ

ボルトのせん断応力度評価結果
許容せん断応力度

１３５．６ Ｎ／ｍｍ２

せん断応力度
３．５３ Ｎ／ｍｍ２

表１ 実験室グローブボックスの耐震強度計算結果
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臨界分析室と金相セル（他の単一ユニットの端面間距離の関係）閉じ込めの機能（規則第11条）に係る性能検査の追加

 令和４年１２月８日付け令０４原機（速材）０１１（令和５年２月３日付け令０４原機（速材）０１４を
もって変更）をもって申請した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）の使用施
設（照射燃料集合体試験施設）に係る使用前確認申請書について、閉じ込めの機能（使用施設等の技術基
準に関する規則第１１条）に係る負圧の性能検査を追加するための変更を行う。

【概要】

【主な追加内容（案）】

添付資料－４「使用施設等の技術基準等への適合に関する説明書」
(8) 閉じ込めの機能（規則第１１条）

⑤技術基準

検査対象 基準

実験室グローブボックス ・実験室グローブボックスの漏えい率が０．１ Ｖｏｌ％／ｈ以下
であることを大気圧比較法（ＪＩＳ Ｚ ４８２０「グローブボッ
クス気密試験方法」）により確認する（性能検査）。
・実験室グローブボックスが、実験室に対して２００ Ｐａ以上の
負圧に維持されることを校正された負圧計を用いて確認する（性能
検査）。
・図２に示すように実験室グローブボックスの排気は、既存の施設
排気系統に接続されていることを目視及び書類（施工記録等）にて
確認する（外観検査）。
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臨界分析室と金相セル（他の単一ユニットの端面間距離の関係）警報装置等（規則第26条）に係る計器誤差の精度等に関する記載の追加

 令和４年１２月８日付け令０４原機（速材）０１１（令和５年２月３日付け令０４原機（速材）０１４を
もって変更）をもって申請した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）の使用施
設（照射燃料集合体試験施設）に係る使用前確認申請書について、警報装置等（使用施設等の技術基準に
関する規則第２６条）に係る計器誤差の精度等に関する記載を追加するための変更を行う。

【概要】

【主な追加内容（案）】
添付資料－４「使用施設等の技術基準等への適合に関する説明書」
(23) 警報装置等（規則第２６条）

④設計結果
実験室グローブボックスの負圧が警報設定値（５０ Ｐａ※）以下となった場合に、表２に示すとおり
負圧警報が吹鳴し、実験室グローブボックス警報盤及び管理区域監視盤に警報表示する構造である。
実験室グローブボックス警報盤は、実験室グローブボックス本体に設置されている。一方、管理区域
監視盤は、図１２に示すとおりコントロール室に設置されている。
※計器類の精度を考慮し、実際の警報設定値は６５ Ｐａとする。
実験室グローブボックスの負圧警報装置の警報設定値を６５ Ｐａとし、差圧スイッチの誤差等を考慮
し、６５ Ｐａ±１５ Ｐａの範囲で負圧警報装置が警報作動する設計とする。
負圧警報装置の警報吹鳴及び警報表示は、実験室の実験室グローブボックス警報盤及びコントロール
室の管理区域監視盤において行う設計とする。

警報表示箇所 警報表示 警報吹鳴

実験室グローブボックス警報
盤（実験室）

「負圧低」ランプ点灯
（連続点灯）

警報音の吹鳴

管理区域監視盤（コントロー
ル室）

「実験室グローブボックス 負
圧低」ランプ点灯

（点滅）
警報音の吹鳴

表２ 警報表示及び警報吹鳴
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